
平成 21 年（2009 年）12 月那覇市議会定例会

代表質問発言通告書（２日目）

平成 21 年 12 月８日（火）
日本共産党 25 分

民 主 党 20 分

社 社 連 合 15 分

改革クラブ 15 分

そ う ぞ う 15 分

順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

１ 湧 川 朝 渉

(日本共産党)

１ 米軍基地問

題について

(１) 世界一危険な普天間基地の即時閉鎖･返還

を求め、新基地建設と米軍基地の県内たらい

回しに反対する11・８県民大会は、翁長市長

をはじめ多くの市町村長、そして本市の与野

党議員や幅広い県民・2万1千人が結集し大き

く成功した

日米両国政府からの基地おしつけをはね

かえすためには、この県民大会の立場で、県

民が心ひとつに大同団結し、さらに運動と世

論を広げていくことが必要だと考えるが、大

会共同代表を務めた市長の見解を問う

(２) 普天間基地問題で鳩山政権の言動が二転

三転し、方針が決まらないことが続いてい

る。そして、抑止力の維持、日米同盟や地政

学上の重要性、ＳＡＣＯ・「米軍再編」の合

意などを持ち出して、衆院選挙、県民大会、

世論調査などで示された「県内たらい回しを

許さない」との沖縄県民の意思も踏みにじ

り、「県外・国外移設」という自らの「公約」

をも、ないがしろにしかねない状況にある。

この鳩山政権に対する市長の見解を問う

(３) アメリカの政府高官が「沖縄の海兵隊は、

日本の防衛任務には充てられていない」と発

言しているように、普天間基地をはじめ沖縄

に駐留する海兵隊は、アメリカが世界中で起

こす戦争に真っ先に駆けつける殴りこみ部

隊で、「日本の防衛」とは無縁の部隊である

11 月８日、米軍基地問題などに詳しい県内

割当時間(答弁を除く)



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

２ 緊急経済・

雇用対策につ

いて

の大学教授やジャーナリストらが県庁で会

見し、オバマ米国大統領あてに、沖縄からの

海兵隊全面撤退を求める声明を発表した

声明は「沖縄の人々は危険な普天間飛行場

の県内移設を中心とした再編計画に反対し、

無条件の閉鎖、返還を求めている」と強調し、

根本的な問題解決として海兵隊の県内から

の全面撤退を求めている

この有識者の声明・在沖海兵隊撤退に対す

る市長の見解を問う

(４) 県民は、読谷村での米軍車両によるひき逃

げ死亡事件など、在沖米軍による事件・事

故・犯罪によって、尊い生命が奪われ、基地

あるが故の筆舌に尽くしがたい苦痛を強い

られている

そして、事件・事故・犯罪を起こした米兵

が日米地位協定の治外法権的な特権によっ

て守られるという屈辱的事態が繰り返し問

題になり、那覇市議会では、これまでも幾度

となく「日米地位協定の抜本的改定を図るこ

と」を求める決議を全会一致で採択してきた

それにもかかわらず、半世紀にわたって日

米地位協定が一切改定されないままである

この許しがたい、異常きわまりないことが

続いていることに対する、市長の見解を問う

(１) 失業保険の「全国延長給付」について

① 全国では毎月 15 万人以上の失業保険の

給付が切れている。沖縄県や那覇市の失業

保険の給付切れの現状はどうなっている

のか。当局の見解を問う

② 沖縄県や那覇市で失業保険を受給中に

再就職できる割合は、何割程度か。当局の

見解と対応を問う 



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

③ 市長は、雇用止めや派遣切りによる那覇

市民の失業者の生活と再就職を支援する

ためにも、失業保険の「全国延長給付」に

ついての発動や、製造業への派遣禁止や登

録型派遣を原則禁止する「労働者派遣法の

改正」を国に要請すべきである。市長の見

解を問う 

(２) 「ワンストップサービス方式」の総合相談

窓口の設置について

失業者を対象にした、就労、生活資金、税

金納付、減免制度の紹介、生活保護などに関

する「ワンストップサービス方式」で相談に

応じる総合相談窓口を設置すべきとの、２月

議会の党市議団の質問に対して、「今後、組

織を所管する部署とも協議していきたい」と

答弁を行っている

どのように、いつ、協議されたのか。失業

者や総合相談窓口を早急に設置すべきであ

る。当局の見解と対応を問う

(３) 国の原材料価格高騰等緊急保証制度につ

いて

同緊急保証制度の利率が、実際には、担当

する銀行自身の銀行金利規定の金利に任さ

れている。国が 20 兆円の予算を確保してお

り、担当する銀行には焦げ付きなどのリスク

がないにもかかわらず、那覇市の小口融資制

度よりも、銀行の利率が高い。早急に銀行の

金利を引き下げように、改善を申し入れるべ

きである。当局の見解と対応を問う

(４) 新規の保証人不要の「生活福祉資金貸付」

について

① 新規の保証人不要の「生活福祉資金貸

付」の特徴と実績について、当局の見解を

問う

② 適切迅速な運営を行うためにも、新規の

保証人不要の「生活福祉資金貸付」をもっ



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

と利用できるように、担当機関に改善・指導

を行うべきである

また、セーフティネットとして現実に機能

するように、国に申し入れを行うべきであ

る。当局の見解を問う

特別養護老人ホームの増設について

(１) 特別養護老人ホームの待機者は何人か。当

面少なくとも、200 床を市内に増設すべきで

ある。当局の見解を問う

(２) 特別養護老人ホームの増設は、介護施設等

の整備のための、国の補正予算の交付金が活

用できる

この交付金を活用して市独自に 29 人以下

の規模の特別養護老人ホーム建設は石嶺や

宇栄原団地内に、また、29 人以上の規模は県

に求めるべきである。当局の見解を問う

(１) 一日の相談申込件数（生活保護の相談を希

望してきた来庁者）と実際の新規相談件数は

前年度と比較してどうなっているのか

２月の代表質問や党市議団としても５月

に、来庁者を帰すことなく、当日に生活相談

業務ができるようにと、担当職員の増員や体

制の改善を申し入れた。その後どのように業

務を改善したのか。当局の見解を問う

(２) 現在の職員一人当たりの生活保護の担当

件数の最多と平均は何件か。生活保護の担当

件数を厚生省の望ましい担当件数にするた

めには職員はあと何人必要か。担当職員を標

準数分増すべきである。当局の見解を問う

３ 介護保険に

ついて

４ 生活保護行

政について

【答弁を求める者】

市長、副市長、教育長、関係部長



代表質問（２日目） 平成 21 年 12 月８日(火)

順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

２ 比 嘉 瑞 己

(日本共産党)

１ 歴史教科書

改ざん問題に

ついて

２ おもろまち

元市役所予定

地再開発問題

について

３ 後期高齢者

医療制度の廃

止について

川端達夫文部科学大臣は 11 月 18 日の衆議院

文部科学委員会で、高校歴史教科書の沖縄戦「強

制集団死」記述から、日本軍の強制を削除させた

文部科学省の検定意見を「適正な経過だと認識し

ている」と述べ、問題はないとの見解を示した。

これでは旧来の政府のとってきた態度と変わら

ないではないか

これは 11 万５千人余が集まった 2007 年

「９・29 県民大会決議」、そして那覇市議会

「教科書検定に関する意見書」を踏みにじる

ものであり到底容認できない。こうした政

府・大臣の態度をどう思うか。市長の見解を

問う  

超高層ビル群建設工事が始まった同地域では、

事業者は「設計段階からの地元住民との連携」を、

事業提案書に記述したのにも関わらず、地域住民

との工事協定書さえも交わしていない。

地域住民は、地域再生計画の策定者である那覇

市と、事業者との三者での協議の場を、幾度とな

く求めている。日本共産党那覇市議団も、市当局

に対して住民側の要望に応え着工を中止し、対

話、協議を行うように申し入れも行った。しかし

ながら那覇市は、未だにその責任を放棄している

(１) 那覇市は事業者に対して、住民との工事協

定書の締結、周辺地域の家屋調査は必要ない

との認識なのか。当局の見解を問う

(２) 地域住民、事業者、那覇市の三者での協議

はいつまでに行うのか。協議が行われるま

で、那覇市の権限で工事を中止させるべきで

ある。市長の見解を問う

(１) 来年度からの後期高齢者医療保険料はい

くらか。全国と那覇市における保険料増加額

の比較を問う



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

４ 緊急雇用対

策とホームレ

ス支援につい

て

５ 子育て支援

について

(２) 民主党・鳩山政権は、後期高齢者医療制度

について「廃止」ではなく「先送り」へと方

針転換をしようとしている。これは重大な態

度の後退である。世界にも例がない、お年寄

りを苦しめている差別医療制度はただちに廃

止すべきである。市長の見解を問う

(１) 緊急雇用創出事業で行われた「真嘉

比・古島区画整理地区 沖縄戦遺骨収集

事業」は、ホームレスの皆さんの就労意

欲や意識の変化、子ども達の平和学習な

ど、大きな意義をもたらした。その成果

と意義にも鑑み、作業期間を延長すべき

である。また、試掘によって遺骨が見つ

かっている隣接区域でも事業拡大を行

うべきである。当局の見解を問う  

(２) 壕での遺骨収集作業は、厚生労働省の

「沖縄戦没者遺骨収集事業」になるが、

遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」な

どの NPO 法人の皆さんに委託できるよ

うに、国に積極的に働きかけるべきであ

る。当局の見解を問う  

(３) 失業者やホームレスの支援のために、家賃

補助や就労支援を行う支援員を配置すべきで

ある。当局の見解を問う

(１) 「那覇市次世代育成支援行動計画ニーズ調

査結果」から、学童保育への市民の要求をど

のように認識しているか。学童保育の待機児

童は何人いるか。また施設整備計画の進捗状

況と、実施予定の学童クラブを問う

(２) 一人親家庭への保育料補助や、学童クラブ

への家賃補助を行うべきである。当局の見解

を問う 



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

(３) 築 30 年以上の認可保育園は幾つあり、那

覇市の建替え計画はどのようになっている

か。「安心こども基金」の活用で、認可保育

園の年間建替え件数を増やすべきである。当

局の見解を問う 

【答弁を求める者】

市長、副市長、教育長、関係部長



代表質問（２日目） 平成 21 年 12 月８日(火)

順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

(１) 那覇市の国直轄事業を推進する団体への

加入数について伺う

(２) それらを含め、那覇市が陳情に要している

経費及び回数について伺う

那覇港湾施設の返還達成及び自衛隊の移転検

討といった、那覇市の有する基地問題解決にはな

ぜ強く要請しないのか、その考えを伺う

(１) こけら落としイベントで那覇市が採用し

なかった提案にはどのようなものがあった

のか伺う。

(２) ネーミングライツの進捗状況について伺

う

(１) 着工以後、現地でのトラブルに対する警察

出動回数を伺う

(２) 経済効果の根拠について伺う

(３) 事業主体それぞれの役割を伺う

(４) 地域再生計画から変更された工程の詳細

について伺う

(５) おもろまち一丁目での磁気探査の予定に

ついて伺う

３ 清 水 磨 男

(民 主 党)

１ 陳情経費に

ついて

２ 基地問題に

ついて

３ 奥武山野球

場について

４ 地域再生計

画について

【答弁を求める者】

市長、副市長、教育長、関係部長



代表質問（２日目） 平成 21 年 12 月８日(火)

順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

(１) 11月8日の県民大会の所見について

(２) 硫黄島移設案として 2005 年に調査、検討

されたが、その結果はどのようなものであっ

たか

(３) 県民大会共同代表者の方や、うるの会など

と合同で、再び硫黄島の視察、検討、推進を

してはどうか

(４) 大阪府の橋下知事に要請するつもりはな

いか。また県外国外等、想定される他の移設

案がないか。そこはどこか

(１) 来年１月の名護市長選挙、７月の参議院議

員選挙において、県内移設を受け入れる候補

者にどう対応されるのか

(２) 来年 11 月の県知事選挙において、市長は

どう対応されるのか。また出馬する意欲はあ

るか

たばこ特別税の見直しで財源確保はできない

か

2020 年夏季オリンピックについて、広島市・長

崎市と調整し、競技種目２ないし３競技を開催し

たい旨を表明したらいかがか

４ 山 川 泰 博

(民 主 党)

１ 米軍普天間

飛行場の移設

問題解決に向

けての取り組

みについて

２ 来年の県内

主要選挙への

市長の関わり

について

３ たばこ特別

税について

４ 2020年夏季

オリンピック

について

【答弁を求める者】

市長、副市長、教育長、関係部長



代表質問（２日目） 平成 21 年 12 月８日(火)

順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

５ 宮 平 のり子

(社社連合)

１ 市長の政治

姿勢について

(１) 辺野古への新基地建設と県内移設に反対

する県民大会について

① 県民大会の意義と県外、国外についての

市長の見解を伺う 

② 県市長会会長でもある翁長市長から県

内の 11 市への県民大会参加呼びかけをす

べきではなかったか

また、世界 134 カ国、3,241 の自治体、

日本は 416 都市、那覇市を含め県内 10 市

町村が加盟している反核平和運動を推進

する「平和市長会議」へ普天間基地問題に

ついて訴えてはどうか

(２) おもろまち超高層ビル郡建設問題につい

て

① 業者から市に提出された「事業提案書」

を那覇市は再チェックし、業者を強く指導

すべきと思うがどうか

たとえば「設計段階から地域住民等と連

携」、「工事着手前には近隣住民、那覇市役

所に対し、十分な説明を徹底」、「周辺既存

住宅地との連続性に配慮」など実施されて

いないのではないか

② 工事協定も結ばず、家屋調査もなされな

いまま、話し合いを求める住民を蹴散らし

て工事車両を強引に乗り入れ、ケガ人が出

る等トラブルが続いている

那覇市は早期に周辺住民と業者の話し

合いを実現させ、セットバックや建物の高

さなど仲介、調整すべきではないか

札幌市では「建築紛争予防条例」をつく

って、積極的に市が業者と住民のトラブル

に仲介、調整をしている

第４条で「市は、紛争の未然防止に努め

るとともに、紛争が生じたときは、迅速

かつ適切に調整するように努めなければ

ならない」とある



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

２ 真嘉比古島

第二土地区画

整理事業と地

区内の遺骨収

集について

今回の例は、地域再生計画として、那覇市

役所建設用地を民間業者に売却をしてのト

ラブルである。なぜ、市は業者にモノがいえ

ないのか、不思議である

那覇市都市計画審議会の答申には、「当該

地区の事業の実施に当たって周辺住民対話

の場を持ち、住民の要望を反映させるよう努

力すること」という要望事項が付記されてい

る

また、県知事の同意の際にも「那覇市に対

して周辺住民との対話について誠意をもっ

て取り組むよう求める」との文言も付されて

いる。那覇市は誠意をもって仲介、調整役を

果たすべきである

(１) 2009 年（平成 21 年）２月議会で、市は手

作業による尊厳ある遺骨収集に協力すると

して約束をしてくれた。工期内の 2010 年度

（平成 22 年度）前半には遺骨収集作業を終

わらせるとしていたが、現時点で事業の進捗

状況と遺骨収集の進捗状況はどのようにな

っているか 

(２) 地区内で、国の緊急雇用創出事業としてホ

ームレスや失業者の皆さんが遺骨収集をし

ている。期間は 10 月９日から 12 月４日まで

となっているが、この後も、遺骨収集作業は

続けることができるか。雇用の支援は継続す

るか伺う 

(３) 真嘉比古島第二土地区画整理事業地区は、

米軍死傷者 2,662 人、なかでも 1,000 人以上

の精神疲労者を出し、日本軍も学徒隊、住民

が多数犠牲になったシュガーローフ以上の

激戦地であったとされている



順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

地区内の遺骨収集を通じて、県内外の高校

生の遺骨収集体験、小中学生の遺骨収集体験

などが行われて、戦争の悲惨さ、命の重さに

ついて平和学習の貴重な教材現場になって

いる。弾痕のあとが生々しく残る墓も残され

ている

後世に平和を発信していくためにも、沖縄

戦の激戦地であったことを示すためにも、事

業地内に弾痕のあとが生々しく残る墓を移

築し、モニュメントとして残しておくことが

必要なことと思うがどうか

(１) 職員総数に占める臨時・非常勤職員の割

合、保育所及び学校給食センターの臨時・非

常勤職員の割合について伺う

(２) 同じ職種で、勤務年数による加算がないの

はなぜか。１年、２年、５年、10 年と経験を

積めば自ずと経験の加算があるべきではな

いか。他県では勤務年数による加算を実施し

ている自治体が数多くある

(３) 平成 11 年に臨時・非常勤職員の駐車料金

は乗用車 1,000 円で、正規職員 2,000 円の半

額であったが、平成 20 年４月から正規職員

と同額の 5,000 円になっている

夏休みや運動会の翌日など給食のない日

は賃金が支払われない、1 日６時間勤務の日

雇いの非常勤職員も駐車料金が同額という

のはおかしいのではないか

３ 那覇市の臨

時・非常勤職

員について

【答弁を求める者】

市長、副市長、教育長、関係部長



代表質問（２日目） 平成 21 年 12 月８日(火)

順

位

氏 名

(会 派 名 )
発 言 事 項 発 言 要 旨

(１) 平成18年７月12日（水）及び平成18年９月

７日(木)の、沖縄県主催による各市町村障害

保健福祉主管課長会議に、本市の担当課長が

出席したかどうか伺う

(２) 平成 18 年 11 月 17 日から施行し、平成 18

年 10 月 1 日から適用する那覇市地域活動支

援センターⅢ型事業実施要綱では、運営実績

年数が５年未満、実利用人員５～９人の事業

所は、委託料 300 万円で財源の内訳は基礎的

事業の地方交付税 300 万円、機能強化事業の

０円となっている。機能強化事業が０となっ

た理由を伺う

(３) 平成 18 年度から平成 21 年度まで 300 万円

で那覇市と委託契約した事業所名を伺う 

(４) 平成 18 年 11 月 17 日から施行し、平成 18

年 10 月 1 日から適用された那覇市地域活動

支援センターⅢ型事業実施要綱と、平成 21

年４月１日から施行された要綱とどこがど

う違うか伺う 

(５) 平成 21 年４月１日から施行された那覇市

地域活動支援センターⅢ型事業実施要綱と、

平成 21年 12 月１日から施行している要綱と

の違いはどこか伺う 

(６) 那覇市の資料、地域活動支援センター事業

の概要で、Ⅱ型事業の委託料が突出している

理由を伺う

６ 久 高 友 弘

(改革クラブ)

地域生活支援

事業について

【答弁を求める者】

市長、副市長、関係部長



代表質問（２日目） 平成 21 年 12 月８日(火)

順

位

氏 名

(会 派 名 )
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(１) 農業体験を通して少年の居場所づくりを

立ちあげようと考えた意義と目的について

伺う

(２) 県内で初めての取り組みで今月の初旬か

ら実施する予定と聞いている。日時と場所そ

して対象となる学校や生徒はどのように選

定するか伺う

(３) 遊休農地を活用しての農作業や畜産農家

での体験学習を予定しているようだが、どの

ような野菜を植え、どのような動物と接して

いくのか計画を伺う

(１) 本市において、指定管理者制度は、いつ導

入したのか。また、目的についても伺う

(２) 現在、どのような施設が何件、指定管理者

に委託されているのか伺う

(３) 本市が、指定管理料を出して運営させてい

ると思うが、黒字の施設、赤字の施設、及

びその内容について伺う

(４) 指定管理者に委託した施設が、住民に平等

に利用されているかをチェックする事業報

告等の提出を求めていると思うが、市民へ

のサービスは充分に満たしているのか、苦

情はないのか伺う

(１) 那覇工業高校に隣接する、浦添ふ頭南緑地

はどこが整備して、管理しているのか、また

どのような方々が使用しているのか伺う

(２) 那覇工業高校沿いの道路と浦添ふ頭南緑

地の間にある護岸が残されているが、いつ、

どこがつくり管理しているのか経緯を伺う

７ 宮 國 恵 徳

(そうぞう)

１ 少年の居場

所づくりの取

り組みについ

て

２ 指定管理者

制度について

３ 浦添ふ頭南

緑地の旧護岸

について

【答弁を求める者】

教育長、関係部長


